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規 則 

 

三 重 県 県 税 犯 則 取 締 事 務 取 扱 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。 

平 成 三 十 年 三 月 三 十 日 

                          三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

三 重 県 規 則 第 五 十 四 号 

   三 重 県 県 税 犯 則 取 締 事 務 取 扱 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 

 三 重 県 県 税 犯 則 取 締 事 務 取 扱 規 則 （ 昭 和 二 十 四 年 三 重 県 規 則 第 五 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

 第 一 条 中 「 に つ い て の 」 を 「 に 関 す る 」 に 改 め る 。 

 第 一 条 の 二 を 次 の よ う に 改 め る 。 

 （ 検 税 吏 員 ） 

第 一 条 の 二 知 事 は 徴 税 吏 員 の 中 か ら 、 地 方 税 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 二 十 六 号 ） 第 二 十 二 条 の 三 に 規 定 す

る 当 該 徴 税 吏 員 と し て 、 犯 則 事 件 に つ い て 、 質 問 、 検 査 、 領 置 、 臨 検 、 捜 索 、 差 押 え 又 は 記 録 命 令 付 差 押 え

（ 以 下 「 調 査 」 と い う 。 ） 又 は 報 告 、 通 告 若 し く は 告 発 を 行 う 徴 税 吏 員 （ 以 下 「 検 税 吏 員 」 と い う 。 ） を 指 定

す る 。 

第 十 四 号 様 式 中 「地方税法第  条及び国税犯則取締法第  条第  項 」 を 「地方税法第 22 条  第  

項 」 に 改 め る 。 

第 十 六 号 様 式 中 「地方税法    条及び国税犯則取締法第 19 条 」 を 「地方税法第 22 条の 31 」 に 改 め る 。 

   附 則 

こ の 規 則 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

 

三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。 

平 成 三 十 年 三 月 三 十 日 

                             三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

三 重 県 規 則 第 五 十 五 号 

   三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 

 三 重 県 県 税 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 四 年 三 重 県 規 則 第 四 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

 第 十 五 号 様 式 の 二 を 次 の よ う に 改 め る 。 
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第
1
5
号
様
式
の
2（

第
1
5
条
の
2
関
係
）
 

 

納
税

証
明

書
交

付
申

請
書

 

年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
県

税
事

務
所

長
自
動
車
税
事
務
所
長
 
宛
て
 

代
理
人
に
よ
る
申
請
の
場
合
は
下
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 
 

特 別 徴 収 義 務 者 

納 税 者 又 は 

住
所

又
は

所
在

地
 
 

 
代 理 人 

住
所

 

氏
名

又
は

名
称

及
び

代
表

者
氏

名

連
絡

先
電

話
番

号
 

 
 

氏
名

〇印

〇印
 

連
絡

先
電

話
番

号

 
自
動
車
販
売
店
名
等

(
自
動
車
税
の
場
合
)

 

 
使

用
の

目
的

 
 

証
明
書
の
申
請
枚
数

 

 
上
記
目
的
に
使
用
す
る
た
め
下
記
事

項
に
つ
き
証
明
を
申
請
し
ま
す
。
 

年
度

税
 
 
 
 
目
 

期
別
／
事
業
年
度

税
区
分

納
付
す
べ
き
額
 

納
付
税
額

未
納
税
額

法
定
納
期
限
等

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
そ
の
他
 

第
 
 
 
 
 
 
 
号
 

証
紙
貼
り

付
け
欄
 

証
紙
貼
り

付
け
欄
 

証
紙
貼
り
付
け
額
 

円
 

本
人
(
代
理
人
)
確
認
方
法

確
認
･
発
行
者

 
□
運
転
免
許
証
 
□
健
康
保
険
証

□
パ
ス
ポ
ー
ト
 

□
そ
の

他
(

 
 
 
 
 
 
 
)

 

 
 
備
考
 
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
上
記
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
所
要
の
補
正
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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注
１
 
個
人
（
代
理
人
を
含
む
）
が
納
税
証
明
書
を
申
請
す
る
場
合
は
、
申
請
者
（
代
理
人
）
の
氏
名
を
自
署
す
る

こ
と
に
よ
り
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

 
 
２
 
法
人
の
代
表
者
が
申
請
す
る
場
合
は
、
押
印
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 
３
 
代
理
人
に
よ
る
申
請
の
場
合
は
、
委
任
状
等
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
そ
の
場
合
は
交
付
申
請
書
の

納
税
者
又
は
特
別
徴
収
義
務
者
の
押
印
は
不
要
で
す
。
 

 
 
４
 
県
税
事
務
所
の
窓
口
に
来
所
し
た
際
に
は
、
運
転
免
許
証
等
来
所
者
本
人
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の

を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 
５
 
最
近
納
付
（
納
入
）
し
た
場
合
は
、
領
収
証
書
（
原
本
）
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 
６
 
こ
の
申
請
書
は
、
地
方
税
法
第
2
0
条
の
1
0
の
規
定
に
よ
る
納
税
証
明
書
の
交
付
申
請
に
つ
い
て
使
用
し
て
く

だ
さ
い
。
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 第 二 十 一 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。 
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第21号様式（第19条関係） 
 

※ 

事
項

処
理 

精 査 整理簿 徴収簿  
受付 
印  

    

    年  月  日 

 
県 税 事 務 所 長
自 動 車 税 事 務 所 長
           宛て 

申請者

住 所

（所在地） （電話  －  －  ）

氏 名

（法人名）
○印 

個人番号
又は法人
番号 

県税に係る期限延長申請書 

年度期別又は

事 業 年 度
税   目 税   額 納   期   限 

  
円

 

期 限 の 延 長 を

申 請 す る 期 間 
           年   月   日限り 

延長を要すべき事由 

 

 注 １ 期限の延長を必要とする理由を証明する書類を添付すること。 

   ２ ※印は、記載しないこと。 
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第 二 十 三 号 様 式 （ そ の 四 ） 及 び 第 二 十 三 号 様 式 （ そ の 五 ） 中 「 、 領 収 証 書 は 当 事 務 所 か ら 郵 送 し 」 を 削 る 。 

 第 二 十 三 号 様 式 （ そ の 八 ） を 次 の よ う に 改 め る 。 
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第 23 号様式（第 20 条関係） 

  （その８） 

（表） 

  

 住所                                                     

 氏名       様 

 

鉱 区 税 納 税 通 知 書 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  上記の金額を地方税法第 178 条及び三重県県税条例第 138 条の規定により賦課しましたから、 

 納期限までに当所又は裏面記載の金融機関に納めてください。 

 

 

年   月   日 

 

                                  県税事務所長  印 

 

  

 

 

    注 裏面をよくお読みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共同鉱業権者の氏名・名称 

 

 

 

登録している鉱業権は共同によるものですので、共

同鉱業権者全員にこの税額と同じ納税通知書を送付し

ていますが、下記の納付書に記載の税額が共同鉱業権

者全員分の納税額となりますので、共同鉱業権者で協

議のうえ、下記の納付書によって納税してください。 

※納税額は、共同鉱業権者全員の納税通知書を合計し

た額ではありません。 

    年度 納税者番号  

定期 

随時 
税額          円

課税標準 

（アール） 

税 率 

（円） 

税 額 

（円） 

   

鉱業権の内容 

鉱区所在地 面積（ｱｰﾙ） 

  

  

  

納 期 限 年  月  日

登録番号  第    号
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（裏） 

納付していただく場所 

○県内取扱先 

 三重県指定金融機関、三重県指定代理金融機関及び三重県収納代理金融機関 

 三重県内各郵便局 

○県外取扱先 

 三重県指定金融機関、三重県指定代理金融機関及び三重県収納代理金融機関 

 愛知県、岐阜県及び静岡県内の各郵便局 

延滞金について 

 納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、税額（1,000 円未満の端数があるとき又はその全額が

2,000 円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てます。）に年 14.6 パーセント（納期限の翌日か

ら１月を経過する日までの期間については、年 7.3 パーセント）の割合（当該年の前年に租税特別措置法第 93

条第２項の規定により告示された割合に年１パーセントの割合を加算した割合（以下「特例基準割合」とい

う。）が年 7.3 パーセントの割合に満たない場合には、その年（以下「特例基準割合適用年」という。）中に

おいては、年 14.6 パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年 7.3 パー

セントの割合を加算した割合とし、年 7.3 パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年１パーセントの

割合を加算した割合（当該加算した割合が年 7.3 パーセントの割合を超える場合には、年 7.3 パーセントの割

合）とします。）を乗じて計算した延滞金額を加算して納付しなければなりません。この場合における年当た

りの割合は、閏（じゅん）年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合です。 

納付されないときは 

 納期限までに完納されないときは、地方税法の規定により督促状を送付することになりますのでご注意くだ

さい。 

この課税に不服がある場合は 

 この課税について不服がある場合は、この納税通知書を受け取つた日の翌日から起算して３月以内に、三重

県知事に対して審査請求をすることができます。審査請求書については、なるべく県税事務所長を経由して２

通提出してください。 

 処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができ

ません。この処分の取消しの訴えは、この裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して６月以内に、三重

県を被告として（訴訟において三重県を代表する者は三重県知事となります。）、提起することができます。

 なお、①審査請求があつた日から３月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行に

より生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があ

るときは、この裁決を経ずに訴訟を提起することができます。 

 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があつた日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査

請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁決のあつた日の翌日から起算して１年を経過した

場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期

間やこの処分（審査請求に対する裁決）があつた日の翌日から起算して１年を経過した後であつても審査請求

をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 

 備考 必要があるときは、上記の記載事項について所要の補正を加えることができる。 
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 第 二 十 三 号 様 式 の 二 （ そ の 二 ） を 次 の よ う に 改 め る 。 
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第23号様式の2（第20条の2関係） 
 （その２） 

                                                 第     号   
                                                 年  月  日   

    所在地 
    法人名         様 

                                                県税事務所長 □印   
 

法人県民税・法人事業税・地方法人特別税の更正・決定・加算金決定通知書 
 

      年  月  日から    年  月  日までの事業年度分に対する法人県民税・法人事業税・地方法人特別税の課 
税標準額、税額及び加算金を更正・決定しましたので通知します。 

  この通知書による不足税額等は別紙納付書により    年  月  日までに三重県指定金融機関、三重県指定代理金融機関、 
三重県収納代理金融機関又は郵便局（三重県、愛知県、静岡県又は岐阜県内の各郵便局）へ納めてください。 
 納 税 者 番 号  

区   分 （円） （円） 差引過不足分（円） 
申 告 期 限 年  月  日

申 告 年 月 日 年  月  日

法 
 

人 
 

事 
 

業 
 

税 

所 

得 

割 

課税標準額の総額 ,000 ,000 ,000 修正申告年月日 年  月  日

三
重
県
分
の

課
税
標
準
額

税率  ％ 該当額 (あ) ,000 ,000 ,000 

分
割
基
準 

事
業
税 

 

税率  ％ 該当額 (い) ,000 ,000 ,000  

税率  ％ 該当額 (う) ,000 ,000 ,000  

計  ,000 ,000 ,000  

税額 

(あ)×  ％    県
民
税

 

(い)×  ％     

(う)×  ％    仮装経理に基づき繰越控除となる税額

計 (え)    事業税 円
付
加
価
値
割

課税標準額の総額  ,000 ,000 ,000 県民税 円

三重県分の課税標準額 (お) ,000 ,000 ,000 租税条約に基づき繰越控除となる税額

税額 (お)×  ％ (か)    事業税 円

資
本
割

課税標準額の総額  ,000 ,000 ,000 県民税 円

三重県分の課税標準額 (き) ,000 ,000 ,000 延滞金額計算の基礎となる期間から控
除される期間 税額 (き)×  ％ (く)    

収
入
割

課税標準額の総額  ,000 ,000 ,000 

事 
 
 

業 
 
 

税 

所
得
割

～ 

三重県分の課税標準額 (け) ,000 ,000 ,000 控除不適用額 

税額 (け)×  ％ (こ)    円

法人事業税の合計税額（え＋か＋く＋こ） (さ)    付
加
価
値
割

～ 

平成28年改正法附則第５条の控除額 (し)    控除不適用額 

事業税の特定寄附金税額控除額 (す)    円

仮装経理に基づく事業税額の控除額 (せ)    資
本
割 

～ 

差引事業税額（さ－し－す－せ） (そ)    控除不適用額 

租税条約の実施に係る事業税額の控除額 (た)    円

算出税額 （そ－た）     収
入
割 

～ 

法 

人 

県 
民 

税 

課税標準額の総額  ,000 ,000 ,000 控除不適用額 

三重県分の課税標準額 (ち) ,000 ,000 ,000 円

税額(ち)×  ％ (つ)    

県民税 

～ 

道府県民税の特定寄附金税額控除額 (て)    控除不適用額 

外国の法人税等の額の控除額 (と)    円

仮装経理に基づく法人税額の控除額 (な)    更正・決定の理由 

利子割額の控除額 (に)    

１ 法人税   の更正等による 

２      本店所在 

 都道府県知事からの通知による 

３ 税率適用誤りによる 

４ 分割基準の修正による 

５ 県の自主決定調査による 

６      更正請求による 

７ その他（         ） 

 ※理由の詳細は裏面参照 

算出法人税割額（つ－て－と－な－に） (ぬ)    

租税条約の実施に係る法人税割額の控除額 (ね)    

既還付請求利子割額が過大である場合の納付額 (の)    

法人税割額計（ぬ－ね＋の） (は)    

均等割額 (ひ)   月数  額  

法人県民税合計（は＋ひ）     

利
子
割
額
に
対
す

る
計
算 

利子割額 (ふ)   

 

控除した金額 (へ)   

控除しきれなかった金額 (ほ)   

既に還付を請求した利子割額 (ま)   

既還付請求利子割額が過大である場合の納付額（ま－ほ）   

控除しきれなかった金額（還付額）    

 

地
方
法
人
特
別
税 

基準法人所得割額(え) (み)    仮装経理に基づき繰越控除となる税額

税額(み)×  ％ (む)    円

基準法人収入割額(こ) (め)    租税条約に基づき繰越控除となる税額

税額(め)×  ％ (も)    円

特別税の合計税額（む＋も） (や)    延滞金額計算の基礎となる期間から控
除される期間 仮装経理に基づく特別税額の控除額 (ゆ)    

差引地方法人特別税額（や－ゆ） (よ)    ～ 

租税条約の実施に係る特別税額の控除額 (ら)    延滞金控除不適用額 

算出税額 （よ－ら） (り)    円

加
算
金

過少申告加算金    

不申告加算金    

重加算金    
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 注１ 申告納付すべきであった納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、不足税額（1,000円未満の端数があるとき又はその全額が 
   2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てます。）に、年14.6パーセント（この通知書による納期限までの期間又はその納

期限の翌日から１月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント）の割合（平成12年１月１日から平成25年12月31日までの期間につ
いては、当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第１項第１号の規定により定められる商業手形の基
準割引率に年４パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年7.3パーセントの割
合にあっては、当該商業手形の基準割引率に年４パーセントの割合を加算した割合とします。平成26年１月１日以後の期間については、当該
期間の属する各年の前年に租税特別措置法第93条第２項の規定により告示された割合に年１パーセントの割合を加算した割合（以下「特例基
準割合」という。）が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年（以下「特例基準割合適用年」という。）中においては、年14.6パー
セントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割
合にあっては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.
3パーセントの割合）とします。）を乗じて計算した延滞金額が加算されます。 

    なお、納期限延長の承認を受けた法人の当該延長期間については、年7.3パーセントの割合（平成12年１月１日から平成25年12月31日までの
期間については、当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第１項第１号の規定により定められる商業
手形の基準割引率に年４パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該商業手形
の基準割引率に年４パーセントの割合を加算した割合とし、平成26年１月１日以後の期間については、特例基準割合が年7.3パーセントの割合
に満たない場合には、特例基準割合適用年中においては、特例基準割合とします。）を乗じて計算した延滞金額が加算されます。 

    これらの場合における年当たりの割合は、閏（じゅん）年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。また、延滞金については、
不足税額納付後に送付される延滞金納付書により納めてください。 

  ２ この通知について不服がある場合は、この通知を受け取つた日の翌日から起算して３月以内に、三重県知事に対して審査請求をすることが
できます。審査請求書については、なるべく県税事務所長又は自動車税事務所長を経由して２通提出してください。 

    処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません。この処分の取消しの訴
えは、この裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して６月以内に、三重県を被告として（訴訟において三重県を代表する者は三重県知
事となります。）、提起することができます。 

    なお、①審査請求があつた日から３月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避ける
ため緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、この裁決を経ずに訴訟を提起することができます。 

    ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があつた日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、
また、審査請求に対する裁決のあつた日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求に対する裁決）があつた日の翌日から起算して１年を経過した後であつて
も審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 

 
 
 
 
 
 ＜更正・決定・加算金決定の理由附記＞ 

更正・決定の理由 理由の詳細（根拠法令） 

１ 法人税     更正等による 
地方税法第55条、同法第72条の39、同法第72条の41、 
同法第72条の41の２、同法第72条の46、同法第72条の47 ２      本店所在都道府県知事からの通

知による 

３ 税率適用誤りによる 

地方税法第51条、同法第52条、同法第72条の24の７、 
同法本法附則９条の２、地方法人特別税等に関する暫定措置法第２条、 
三重県県税条例第31条、同条例第32条、同条例第43条、同条例附則第13条、 
同条例附則第14条、同条例附則第14条の２、 
同条例附則第14条の２の２、みえ森と緑の県民税条例第３条 

４ 分割基準の修正による 地方税法第58条、同法第72条の48の２ 

５ 県の自主決定調査による 
地方税法第72条の41、同法第72条の41の２、同法第72条の46、 
同法第72条の47 

７ その他（              ） 

 

 ※「６     更正請求による」は不利益処分ではない。 
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 第 二 十 三 号 様 式 の 三 （ そ の 二 ） 注 に 次 の よ う に 加 え る 。 

  ５ 今回の減額対象となった住宅を、建築または取得してから１年以内に、物置、車庫等付属家屋を新築、

又はその住宅に増築した場合で、その前後の住宅床面積を合わせて 240 ㎡を超えるときは、この減額が受

けられなくなりますのでご留意ください。 

 第 二 十 三 号 様 式 の 三 （ そ の 四 ） 注 ４ を 注 ５ と し 、 注 ３ の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。 

  ４ 共同で取得したときは、共同鉱業権者の方にも増・減額通知書を送付しています。 

 第 三 十 八 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。 
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第 38 号様式（第 29 条、第 32 条関係） 

                                      税第     号   

                                       年  月  日   

         知事 様 

                                      県税事務所長 □印   

法人県民税・法人事業税に係る課税標準額等の通知書 

  このことについて、次のとおり通知します。 

納税者番号  法 人 番 号  

法 人 名  

主たる事務所等の所在地  

事 業 年 度 
    年  月  日 から

    年  月  日 まで 申告年月日
確 定 年  月  日 

修 正 年  月  日 

処 理 年 月 日 及 び

処理区分 
    年  月  日 期

末
現
在
の

資本金の額又は出資
金の額 千円 
資本金の額及び資本
準備金の額の合算額  

法人税の処理年月日

及び処理区分 
    年  月  日 

資本金等の額 千円 

法 人 区 分 法第 72 条の    適用法人 

法 人 税 申 告 区 分

及 び 申 告 年 月 日 
    年  月  日 

本
県
の
加
算
金
処
理
状
況 

過少申告加算金

   対応金額

徴収 
所得割         千円 
付加価値割         千円 
資本割         千円 
収入割         千円 

課 税 標 準 の 総 額 

県 民 税 千円

不申告加算金 徴収 

事 
 

業 
 

税 

所 
 

得 
 

割

年   万円以下の金額
千円

重 加 算 金

   対応金額

徴収         ％ 
所得割         千円 
付加価値割         千円 
資本割         千円 
収入割         千円 

年  万円を超え年
万 円 以 下 の 金 額

千円

年  万円を超える
金額 

千円

計又は軽減税率不適
用法人の金額 

千円 延 長 の 適 用 カ月 

付 加 価 値 割 千円

 

資 本 割 千円

収 入 割 千円

関係都道

府県名 
事務所等所在地

事 業 税 分 割 基 準 

県 民 税

分 割 基 準 １ 
従業者数・固定資産価額
軌道延長キロメートル数 ２

事務所・従業者数
発電用資産の価額
電線路の電力容量

三重県 上記のとおり （人・円・ＫＭ） （数・人・円・ＫＷ） （人） 

   

合 計 分割都道府県数  

外国の法
人税額の
控除額 

法人税割額から

控除すべき外国

税額の総額 

道府県民税分 円 補正後の従業

者の総数 

道府県民税分 人 

市 町 民 税分 円 市 町 民 税分 人 

仮
装
経
理

仮装経理に基づく所得金額 円
（備考）

仮装経理に基づく法人税額等 円

徴 収 猶 予

 ※「補正後の従業者の総数」欄は、従業者数の補正がない場合は０と印字しています。 
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 第 三 十 八 号 様 式 の 二 中 「 （ 総 額 ） 」 を 「 （ 総 数 ） 」 に 、 

「   「   

 備 考 

①申告区分 

②増加所得の総額(千円) 

③重加対象所得総額(千円) 

 

を 

備 考 

①国税申告区分 

②増加所得の総額(千円) 

③重加対象所得総額(千円) 

④県税申告区分 年月日 

に 改 め る 。 

  」  」 

   附 則 

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

 

三 重 県 県 税 の 滞 納 処 分 に 関 す る 文 書 等 の 様 式 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。 

平 成 三 十 年 三 月 三 十 日 

                          三 重 県 知 事  鈴  木  英  敬   

三 重 県 規 則 第 五 十 六 号 

   三 重 県 県 税 の 滞 納 処 分 に 関 す る 文 書 等 の 様 式 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 

 三 重 県 県 税 の 滞 納 処 分 に 関 す る 文 書 等 の 様 式 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 三 十 四 年 三 重 県 規 則 第 八 十 七 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。 

第 十 二 号 様 式 及 び 第 十 三 号 様 式 中 「懲役又は 」 を 「懲役若しくは 」 に 、 「処せられます 」 を 「処し、又はこれを

併科します 」 に 改 め る 。 

   附 則 

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行  三  重  県 

三重県津市広明町 13 番地 

三重県総務部法務・文書課 

電話 059-224-2163 

三重県公報は三重県ホームページにも掲載しています｡ http://www.pref.mie.lg.jp/ 
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